
エンダウ川流域の OrangEulu

(Jakun)の家族覚え書

前 出 戊 文

1

0rangHulu(オランフル)という呼称は彼 ら自身

が自分達をさして呼ぶ名前で,その意味は, ｢川の上

流あるいは奥地に住む民｣とい うことである｡生活の

舞台となるのは,川と背後のジャングルとであり,時

たまマレー人 ･中国人の町に出て行 くこともある｡エ

ソダウ川は, 巾広 く,責色味を帯び て蛇のように流

れ,沢山の支流を もっている｡ 豊富とは言えないが

淡水魚,亀などを とることができる｡ その うえ,川

が重要な意味をもつのは,唯一の交通手段としてであ

る｡

背後のジャングルの彼らが屈任し活動する地域は,

原住民区域あるいは,原住民保存地区としてスルタン

から与えられたものである｡この区域に関しては,マ

レー人保存地区ではあり得ず,野生動植物の保護法も

適用されず,売買,譲渡,貸付も自由にはできない｡

(V.TheAboriginalPeoplesOrdinance,1954.Sec.6

& 7･)この与えられた土地を中心に彼らは伝統的な生

活なり,近代文明に犯されて designatedされた生活

なりを自由に送ることができるまっけであるO

経済活動は単に採集栽培のみにとどまらず,それ ら

を売った り,あるいは賃金労働者となって現金収入を

得る｡ この点, エソダウ川流域の諸部落は, Padang

Endauにあるエソダウの町の購買圏の中にあ るとも

いえる｡貨幣概念は彼らの中に相当浸透 し,物をすべ

て貨幣によって計算するほどであるが,それはあくま

でも消費面における貨幣使用のみであって,貸幣の生

産的使用を彼らが理解 しているとは思われない｡

貨幣経済の浸透にもかかわらず,経済活動の中心と

なるのは夫婦である｡彼らが賃金労働となっても,オ

ランフルである限 り,夫婦を構成しないものは一種の

かたわ者のように見なされる｡伝統的にジャングルで

の生活が夫婦の協働ということを強制的に要求したか

らでもあろう｡

夫婦 (laki,bini)は sekelamin と呼ばれ,同時に

夫婦家族そのものを指示する｡もちろん男が家族のこ

とを Hanakbini=と言っても良いわけであるが,マ

レ-人の用いるヒンズー起源の HkeluargaHは全然用

いられない｡kelamin という語は元来 pairとい う意

味である｡

laki,biniとい う以外の人間を カテゴ1)-化するの

に以下のような語を用いる｡

頼 りになる労働力となり得ない年少者は,ngk6nak

と呼ばれ (ほぼ 12才位まで),一人前になりかけの青

年を daraと称す.ngk6n6kであ ることは,すべて

の社会的機会に計算にいれ られないが,daraとなる

と常に彼 らの存在が考慮される｡ bujang というカテ

ゴリーは,単身者,一人者を総じていう語であるが,暗

に婚姻の可能性を持つ人間,悪 くいえば社会に性的な

害を及ぼ し得る人間としてとらえられる｡離婚によっ

て配偶者のない女性はjandaと呼ばれ,dara(betina)

と違って社会的な規制を受けることが少ない｡

結婚したものでもいろいろとわけられるO子供がみ

んな死んでしまったか,あるいは,子供の全然できな

い夫婦は mantaiと呼ばれ,配偶者と子供とを失った

者は baluである｡この両語は,しかし,本人の呼び

かけにも用いられ,時には名前が忘れられてこれらの

語だけが通称として用い られ ることもある｡ ある女

は,4回結婚して4回とも主人を失い子供がないので

balu と通称される｡

婚姻はdaraにとって必然的なものであり,ngk6n6k

の段階を終えると配偶者をさがすことになるO-つの

部落は, いわば Hkompolsaudara= (-gulongan

saudara)といえるが,部落内婚も外婿もなく, 配偶
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者の選択が慣習的に強制され ることもな く,きわめて

自由である.｡しかし男の側か ら言えば,部落内に適当

な相手がいればそれを選びたがるこそれは,婚後の生

活が一時的に しろ妻万の家で送 られ,侶 締 i;藩は圭 卜

にしろ生活事情が異なっているか らである｡しか し部

落の構成が小は 8家族か ら大は30家作とい う小規模 さ

なので,実際には部落内婚ほ難 しいと,-;:171,

鶴署内の場合は,仲間集団の一日として案外た坊く

異性に近づき得るが,部落外の場 佃ま,:,.r)落内 ほど近

/寄るのは容錫でない ,

しか したいがいの婚姻は,親類跡 二あたる者の場合

が多い〕ここでは第-イ トコ同志閑でも婚姻 し得る｡

婚姻を禁止され るのは,異世代間およびきょうだい問

である｡前者の例はそれでもないわけではないが,秩

者は,死をもって罰せ られ るとい う,3

配偶者の決定は親 (ibu)が子供に この老は どうか

と問 う場合と,子供の方が両親にこの者と結婚 したい

とい う場合共にあるが,親の--:方的な押 しつけは稀で,

必ず子供の意志が尊重 され るO婚姻の イニシアテ :フ

は男側か ら取 られ る｡ 男が自分のオジ (wah)1ニあた

るものに交渉を依頼する:,とくに父方,悶方は意識 さ

れず血縁のオバ (amoi) の配偶者もオ ジと同一視 さ

れる｡狭い意味のオジがない場合は,親のイ トコに当

るものがそのffIにあたる｡同じオジでもなるべ く女側

にも発言権を有するようなオジが好まれる｡この,lJ3側

の代表 舌 (wali)が娘の所に行 き, 娘側の WこIliに話

をつけて,娘の親,娘自身の意向を｢吊うわけである｡

この時に,結納についても決定 され る

結納物, 結 納金は旧軸 こよって各課落毎に決まって

いるっリ175ミ必ずそろえねばならないのは,指環,耳飾

[),~打相川 ,シレ,ピナン,メ/ミコ,衣服,髪すき,か

ト女そ i),錆, l~†紅,白粉,髪油,であ-'て,これ らを

lL511げ っそろえるか (serbasatu), 2, 3品(serba

dua.serbatiga)ずつそろえるかは娘側の意向による

この品物に,2.5ドル (M S)ないしは 2,30 ドルまで

の 1-la§l､;1WinがJrJ5側か ら女側に渡 される:これ らは

娘の waliに渡されるわけであるが,結局はすべて娘

の手に渡 される､｡結納の式は,男側の waliカ1 娘側

の w aliにこの品物を渡 して,その後でシレとどナン

を食べ,タノミコを吸って完了するJ

結婚式は男側の準備が整 うと,娘の家で行なわれるJ

式の中心 となるのは,両者の水浴と bersanding と,

共食とであるっ時 と場合とによってこの後か前に,隻

った人々全部に食物を出す宴が行なわれる (bekel･ja)｡

この宴のための費用 (belanja)は普通 100-200ドル

千,iJjのi封T:で女側は 1歳も,Tllす必要はない一男日耳

で用意する場合,二組縁のものが助けあ う場合,広 く部

落の人か ら寄付によって集める場合などある｡,式の後

はノミイオ 1)ソをひいて一晩中踊 りを した F),かけごと

をして過 ごす_,形式上は この夜両者は一緒に寝るわけ

であるが,軌嘉な家の構造,まわ りの雰囲気などのた

め beginallにまでは至 らないことが多いようである

しかし,Hpantang日として, この夜か ら3日3晩は,

両者は必ず向いあって寝,朝起きると2人そろって水

浴 し,御飯は一つ皿のものを 2人で一緒に食べねばな

らない｡また 3日ないしは 1週間は部落の外に出るこ

とは許されない｡

式の翌朝,すなわち両者の問で事が成立 したと仮定

される晩の次の朝,両者の親族および部落の長である

Batinが集って berhadatと称 して,金の支払 ･分配

がなされる｡上述の nlaSkawin もあらためて勘定 さ

れ,これに加えて `̀hadatHの金, `̀timbangHの金

が[)-1佃伍､ら女側に支払われる｡前者は20ドル,これは

娘側の waliの問ですべて分配され,後者は40ドル,

これは娘の属す部落の Batinに対する金で,その分配

は彼の一存に よる｡(但し金額 は 一定 で ない｡)この

berhadatの後,新郎新婦 (pengantin)はそれぞれ の

親族の 1人に手をとられて,相手側の親族 1人 1人に

挨拶して回る｡ それ から両方の親族一緒に食事を し

て,完全に結婚の手続は終る｡結婚の届出などの法的

な手続はなされない｡

上述の手続は,しかしながら,I-ソ 巨ノクスなや

り方であって,必ず しも結婚がこのような手続をふん

でなされるとは限 らない｡両者の間で愛情が急速に進

展して誰も知 らない うちに性的交渉をも-フてしまうこ

ともある｡ この場合は,娘側の waliが男を ｢捕えて｣

強制的に結婚 させるOあるいは相思相愛で,娘の親が

結婚に反対 している場合など,男の万に勇気があれば,

娘の家に忍び こんで一緒に寝て既成事実を作 ってから,

どうしても結婚 させねばならぬようにした りするO相

思相愛の場合は このようにいろいろ抜け道があって,

男に1-分 の金がな くとも結婚はできるが,結婚の慣習

法を被るわけであるか ら,罰金を課せ られた り,婚後

の生活において程々の規制を男が娘側の waliか ら受
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けるのは当然である｡

さらに容易なのは,娘が一度 ｢手を濡らした｣もの,

即ち jandaの場合で,多 くは格別の手続を経ずに一緒

になる｢〕

それでも婚前の交渉は厳 しく罰せられる｡たとえば,

DN 部落の男が JR部落の女に, ｢エソダウの町で会

った時結婚 してもよいというあなたのことばであった

が,その後何の返事もないのほどうしたことか｡タバ

コ,白粉,口紅,-ソカチ等の品物を一緒に送るから,

結婚するのか否か,す ぐに返事の手紙を 出してほし

い｣という手紙を送った｡ たまたま,この手紙が JR

部落の Batinの手に落ちた｡そこで Batinは,部落

に住むその男のオジを DN部落に送って,その男なら

びに DN部落の Batinを呼んで,JR 部落で事件の裁

判ということになった｡

この時,女の方は上述のような約束をしたことを認

めたにもかかわらず,Batinの法は厳 しく,男がもし

結婚 したいのなら,法を破った罰やその他 Batinの

timbang として結婚費用 200ドルを用意せよ｡もしこ

の金が調達できぬのなら,部落に対 し迷惑を与えた罰

金として50ドル差 し出すことを命令｡男側は費用とし

て 100ドルしか用意していなかったため,結局50ドル

の罰金を支払って この結婚 は不成立に終ってしまっ

た｡ この50ドルの半分は DN 部落の Batinに渡さ

れ,各々の金は関係者に分配されたとい う ｡この問題

の女性は,先年, 3カ月ほどの結婚生活の後,問題の

男と一緒になるために先夫 (父方第 1イ トコ)を捨て

たとい うのである｡

この Batinの判決に対 しては,不満をもらすものが

多かったが,公然とした反対はなされなか-た｡それ

はこの判決がいちお う慣習法に基いたものであるから

だとい う｡

婚後の居住は一時的に妻の家で過ごすのが慣習では

あるが,妻の家の大きさ,夫の経済力,妻の親がどの

程度婿の経済力労働力を要求するか,などによって,

遅かれ早かれ,独立の家を持つことになる｡たとえ長

く2世代の家族が一つ足掛 こ住むことがあっても,か

まどは別々のものをもち,家計を別にするのが普通で

ある｡新居は必ずしも妻の部落とは限らず自由に選択

し得るO

第 3巻 第5号

夫婦の間はきわめて平等であって,ことに家に関す

る事柄については,妾の意見が第 1に問われねばなら

ない｡女の仕事は,水汲み,薪木集め,魚釣 り,果実 ･

野菜 ･タピオカ･とうもろこしの収穫,育児,家の内

外の掃除,洗濯,パンダヌスの-ツト･バスケット作

り,タバコの巻菓作 り,男が切ってきた ロタンの洗い

仕事などで,後者の3つの仕事は,現金収入の道でも

あるOこれに対 して男は, ロタン切 り,伐材,狩,家

作 り,網による魚取 りなどの仕事をするわけである｡

ロダン切 りの場合,奥地に入って長 く仕事をする時は,

必ず夫婦そろって仮小屋 (pondok)に住んで,共同作

業をする｡部落の近 くでロタンを切る場合は,単身か,

または 2, 3人 1組になって男だけで行 くOこの時狩

も同時になされることが多い｡この/く-テ ィは,近い

血縁地縁関係にあるものからなり,常に一定した構成

を示すことが多い｡

また財産の分配も男女の区別なしに均等分割が行な

われる｡名前もマレー/アラブ式のように個人名の後

に父親の名をつけて呼ぶ慣習も伝統的にはない｡政府

のセンサス,身分証明書などでは便宜上マレー人式に,

A bin(binte)B というふ うに書かれてはいる｡夫婦

はお互いの名前を直接呼びあ うO

結婚が簡単であるように離婚も,一方が蜘 こなれば,

それ相当の罰金(Batin の場合25ドル)を支払えば事が

済み,両者とも嫌になると,あっさり別れればよいわ

けであるO離婚 したものに対する社会的な冷い眼も存

在せず,人々は離婚をごく軽 く受けとる｡再婚に際し

ても特に-ソデ 71キャップとい うものは考えられないO

このように夫婦の間柄は平等 であ って, 時 には

uxorifocalな点をも感 じさせるほどである｡

乳児の養育に関しては,児に非常に甘 く,こどもが

泣けば乳を与え,こどもの思 う通 りに行動させ,排他

もまった く放任される｡こどもに対 して肉体的な罰を

ほどこすことはきわめて稀で,多 くは説得･叱責･威嚇

による教育がほどこされるだけである｡ 6- 8才位に
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なると,何 らかの仕事を手伝 うことを期待され,いろ

いろな雑用の他に,女子は母親に男子は父親に従って

それぞれの仕事を覚えてゆ く｡女子はこの時 も男子 よ

り早 く定期的な仕事を課せ られる｡弟妹の子守 りとロ

タン洗いであるO 最初は子供の意志を尊重 して仕事 も

連続的ではないが,10才をこえると,徐々に責任のあ

る仕事を課せ られ る｡その仕事を責任を もって果し得,

1人前の人間と同程度の結果を得 られ るようになると,

dara として認め られるodara となって真剣に結婚を

考えだすと,自分 白身の資金を親 とは別に貯える例が

多い｡一緒に住みなが ら計算は完全に別 とい う個人主

義的な家族 もある｡daraの婚姻年 令が遅れれば遅れる

ほどこの傾向は助長 され 自然と daraが独立 してい く｡

こどもに対する愛情は父付ともに強 く,養子の場合

でも実子とかわ りな く愛惜をそそ ぐノこどもも親に依

頼心 と信頼心 とを強 くもっこしか し親がこどもに老後

の世話をみ､て くれることを期待するのは少な く,い く

ら年をとっても (男女とも)働きをth-)てこどもの世

話になるとい う例は知 らない:

-~tlレ-人のように,こどもの長幼を特に指示するこ

とばはな く,きょうだいぼ性別に関係な く,年上のも¢)

は bah,年下のものは adekと呼ばれ る｡adekが bah

を呼びかけるときには,名前を用いるのに対 し, b;lh

が adekをFl,T'･ぶ時には,単に adekと呼ぶだけである｡

bahは常に adekの保証r:葛として振舞 うことを期待さ

れ,たとえ adekが自分ひとりで沢山の菓子を持 一つて

いても,それを取 り上げるとい うことはな く,adekJ)

方か ら差 し出して くれ るのを待一つている｡きi:うだト

の閲では,自分だけが獲得したものを分配する傾向は

ことに強い｡

新 しい夫婦家族が形成 されると,姻族園係が生 じる

夫婦間の調整と共に, この姻族関係の調整が新夫婦に

課せ られ るわけであ る｢ この新 しい関係の conflicts

を避ける意味で,関係 月の閏に∴ 損とUn､Lは榊掠 〔ハ

瑛度が要求 されるJ

配′lFEli.者の親は mentuha,こどもの配偶者は menantu

と呼ばれ, 両者とも名前を直接言 うことは忌避され

る｡mentuha は単に配偶者の実際の両親だけではな

く,wall(-pak saudara),amoi(-mak saudara)

にまで拡大 され,同様のことは逆の場合にもいえるr

mentuha-menantu間に厳 しい忌避関係はないo 夫婦･

の両親問の関係は bisanと称されるが,特別な態度を

要求されることはない｡

配偶者のきょうだいは, ipar と称呼 され, この

iparの名前 も忌避され るこmentuha･menantu閃同様,

一般に使用される第 2人称 hiを用いず, 判故の意味

のこもった ajiが使われる｡iparの配偶者は birasと

称されるが,biras問にも特別の規制はない｡ipar関

係も拡大解釈され,配偶者の血縁の イ トコもすべ て

iparとされる｡

部落は,きょうだい ･いとこ･親子 ･お じ･おい闘

師 こよって結ばれた夫婦家族の幾組かが中核とな-つて

形成 される｡来たるものはすべて受け 入れ る とい う

openな社会なので,全然L渇係のない もU)でも,:貼客に

住めるわけであるが,夫婦とも部落内に 1人の関係者

もないとい う例はない｡必ず夫婦の十方のきょうだい,

いとこ, 親,千,お じ(おば), おい(めい)のいずれ

かが住んでいるー

そ して, この-ンメt:/川流域の,LIi,I)N,MT,J上く,

TT.PN.PTの各部落の)J品ま,すべて adek-beradek

であると彼 らは意識し,他の川に住むオランフルとは

一一線を引 く⊃Lかしこcj)グル-ブが内婚射』を形成す

ることはな く,自由 こ他の川に住む部落の者とも通婚

するので,個々の夫婦家族はエソメウ川以外にも広 く

縁者を有 している｡例えば, カノ､ン,スンブロン川に

住むオランフルは特に JR,TT 部落の人と近 い闘(,iTl

にあるものが多 く,また MT,DN.LB は, アナ ･エ

ソダウ川の部落のものと近い｡

部落は別にしても,一つの川に圧んているとい うこ

とは,彼 らにとって大きな意味をもち,川を違えること

は社会を違えることに等 しいほどである Lか し,同

じ一つの川に住むものでも,部落毎 LJ)読 /巨意識, ライ

バル意 識は強 く,部落を訪問すると必ず他の部落LJJ悲

Hを聞かされるのが常である.Jいわ く,家 の配置がな

-〕とらん,敷地が汚い,蚊が多い,Batin a)身持ちか

悪い,女-がだ らしない,余のためなら何でもする,等等､､

I親告二桁 侶k,))帖L/■‡も見逃し難 く,詳し方, 1'ン ト

ィ､--シ ー三/を告 †◆･興に し, ′晶 TT-,jj什方に4,,1:I:異かあ主上
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もっともエソダウの町に近い LB部落では,上流の諸

部落とははなはだ異なるイントネーションがあって,

この部落だけは親族称呼も若干ことなる｡LB からご

く近 くのDN部落の人は,半分は LBのイソトネ-シ

ョソで話しその親族称呼を用いる｡ここでは中国人の

材木業者のkongsiに働 く中国人労働者,マレー人労働

者,および定着したマレ-人家族が住んでいて,他の

部落には見 られないことである｡MT部落は DNと共

にパ-ソ州側にあって, ここに JabatanOrangAsli

のパ-ソ州の役人が出張してお り, 学校,診療所が

整備されて, 各々マレ-人の先生, K･L か ら来た

dresserが住んでいる｡そのせいか,部落から受ける

感 じは,去勢された部落とい うところである｡奥地の

PT は新部落を作ってから5年ほどになるが,きちっ

とした家の配置,すべて同一の材料を使ったゆった り

とした清潔な家,部落の集会所である balai,戸 口にあ

る魔よけの飾 り,木器を使ってする伝統的な音楽など

を有することで,他の部落とは別な感 じを受ける｡

各部落は,各々有能と認められた人間が,Batinに

選ばれて,彼によって部落の在 り方が決定されるわけ

であるが,彼の下にも,上にも役職を持つ者は存在 し

ない｡一つの川を結ぶ連盟のようなものも現在はない｡

すべての事件は Batinによって裁決されるわけである

が,その裁決が独断に走ると,Batinの地位を追われ

た り,部落の者が他部落に移住 していってしまうので,

Batinは常に部落のものの意見をとり入れ,妥当な裁

決をすることを強制される｡

以上,7 1-ル ド･ノ- トから若干の事実を列挙し

てみた｡家族 ･親族問題の予備知識となるものを提供

rrJr3巻 第 5号

したかったのであるが,問題を直裁に指摘するまでに

は至 らなかった｡

調査は 8月から始まり,約 1カ月間,都合により不

在であった以外は,ずっと JR部落に滞在し,この部

落の人々と共に生活することによって資料を集めた｡

調査の上での障害は何といっても言語であろう｡彼

らは程度の差はあってもマレー語を話す｡(例えばDN

部落の多 くのものは,ほとんど完全なイソトネーショ

ソでジョホール ･マレー語を話すことができるのに対

し,JR 部落の者の多 くはイントネーションが奇妙で

ある｡) 彼 らのことばが, マレ-語の一方言である以

上,マレー語を話すのは不思議でもなくそんなに困難

でもないのであるが,マレー語 との相違は単にイント

ネーションのみではな く,語い,語順においてもしば

しば異なり,彼 らが普通に話すとマレー人は理解でき

ないほどである｡

同じジャクソ (オランフル)と称されるグループの

中でも,きわめて地域的差異が大きく彼 ら自身他の地

域に行 くとマレー語で用を足す有様である｡

私は達者なマレ-語を操る自信もないので,最初か

ら彼 らの方言に取 りくんでいったわけである｡ しかし

数カ月の滞在で,やっと慣れてきたという程度である｡

このようなことばの問題もあって,前半は observation

と,こちらからの誘導ではな く相手のしゃべるにまか

せた会話とから情報を得ることに努めた｡

その他,彼らの受け入れ方,調査に対する態度,質問

に対する答え方などいろいろの困難があるが,ともか

く,19世紀にソマ リ族の調査をした学者が,｢無知な原

住民はマラリアが蚊にかまれて生 じると信 じている｣

と書いたような誤 りだけはした くないと思い,できる

だけ彼らの思考の仕方をそのままこちらが受け入れる

よう努力している｡

残された期間は,前半が passiveな調査とでも名づ

けられるのに対 し,activeな調査を目標とし,積極的

なインタビューを試みたい｡すでに12月にインタビュ

ー票を作製 したので,これによって各夫婦家族毎にイ

ンタビューを行なって,ある程度の統計を得たい｡こ

れは統計を得るのが目的ではな く,数字に示された結

果 と彼ら自身の意識的な考え方との相違が見たいから

である｡

(1966月2月)
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